＜改正点まとめ＞
●　開発行為等の手引き

＜接続道路について＞
改正：下記条件を満たす場合は、接続道路の幅員が５ｍ以上６ｍ未満であれば道路基準
を満たすものとする。

宅地分譲
　　　・予定建築物の用途が一戸建て住宅（宅地分譲、一戸建て賃貸住宅）であること
・開発区域面積が3,000㎡未満であること
・開発区域が長泉町立地適正化計画の居住誘導区域内であること
　
　　　　共同住宅等
　　　・予定建築物の用途が共同住宅等であること
・開発区域面積が3,000㎡未満であること
・開発区域が長泉町立地適正化計画の居住誘導区域内であること
・開発区域の用途地域が、第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域
であること


　　＜幹線道路について＞
　幹線道路について、住居系であれば６ｍ以上、住居系以外であれば９ｍ以上の国道、
県道、都市計画道路、町道1級２級を幹線道路とすることを基本とする（幹線道路配
置図）。

